
昭
和
四
十
九
年
運
輸
省
令
第
二
十
四
号

国
土
交
通
省
関
係
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
運
輸
省
関
係

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
帳
簿
）

第
一
条
　
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
帳
簿
に
は
、
第
一
種
特
定
化
学
物
質
（
法
第

二
条
第
二
項
の
第
一
種
特
定
化
学
物
質
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
事
業
所
ご
と
に
、
第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
使
用
数
量
及
び
保
管
数
量
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
帳
簿
は
、
第
一
種
特
定
化
学
物
質
を
使
用
す
る
事
業
所
ご
と
に
備
え
、
毎
月
末
ま
で
に
、
前
月
中
に
お
け
る
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
記
載
を
終
了
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
帳
簿
は
、
そ
の
閉
鎖
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
）

第
二
条
　
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
事
業
年
度
に
お
け
る
第
一
種
特
定
化
学
物
質
を
使
用
す
る
事
業
所
ご
と
の
第
一
種
特
定
化
学
物
質
の
月
別
使
用
数
量
及
び
月
別
保
管

数
量
を
記
載
し
た
報
告
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
証
明
書
）

第
三
条
　
国
土
交
通
大
臣
が
そ
の
職
員
に
携
帯
さ
せ
る
法
第
四
十
四
条
第
四
項
の
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
六
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
二
条
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
お
け
る
特
定
化
学
物
質
の
使
用
数
量
及
び
保
管
数
量
に
係
る
報
告
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
四
日
運
輸
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
二
五
日
国
土
交
通
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
記
様
式
（
第
３
条
関
係
） 
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